
　通常の検索機能のほか

に「組織でさがす」「目的

でさがす」「地図でさが

す」を新たに追加し、知り

たい情報をより早く探せる

ようになりました。また、ア

クセス数の多い生活に密

着した情報を分かりやすい

アイコンでまとめました。

　スマートフォンやタブ

レットの画面に適した形

でページが表示されるよ

うになり、パソコン以外

の端末でも見やすくなり

ました。

　トップページに設置す

る時計で、1分ごとに背景
写真が切り替わります。写

真は、市内のイベントで撮

影したものや、市に関連し

た投稿写真などを掲載す

る予定です。

　トップページのＵＲＬ

(http://www.city.kimitsu.lg.jp/）

は変わりませんが、個別

ページは新たなページと

なっています。個別ページ

をお気に入り登録している

方は、再登録をお願いしま

す。また、ホームページのリニューアルは、2月1日に
行いますが、各家庭のネット環境で切り替えが反映

されるまでに数日かかる場合があります。

　観光情報や

子育て情報など、

君津市がイチオ

シする魅力情報

を伝えるため、特

設サイトを開設

しました。

　大規模災害が発

生し、アクセスが集

中した場合にも、専

用のトップページに

切り替えることによ

り、つながりやすい状

態を維持できるよう

になりました。

スマートフォン用

携帯サイト

　皆さんに市の情報をより分かりやすくお知らせするため、

市のホームページを新しくしました。まずは、アクセスして

皆さんの目で確かめてみてください。
秘書広報課☎(56)1288

問い合わせ先　　申し込み先　　メールアドレス　　ホームページ　　ファックス問い合わせ先　　申し込み先　　メールアドレス　　ホームページ　　ファックス 広報紙は再生紙を使用しています。

※ホームページの画像はすべてイメージです。



　稲
が
「
ば
か
苗
病
」
に
感
染
す
る

と
、
種
子
と
し
て
使
用
が
で
き
な
く

な
り
ま
す
。
ば
か
苗
病
の
胞
子
は
、
周

囲
１
０
０
ｍ
を
超
え
て
飛
散
し
、
今
年

度
は
、
市
内
で
も
例
年
以
上
に
発
生

し
て
い
ま
す
。
種
子
の
安
定
生
産
の

た
め
、
種
子
栽
培
水
田
以
外
の
方
も

消
毒
の
徹
底
を
お
願
い
し
ま
す
。
詳

し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

君
津
農
業
事
務
所
☎
０
４
３
８

（
23
）
０
２
９
９
、
農
政
課
☎
（
56
）
１

６
７
２

　市
内
で
農
地
を
持
っ
て
い
る
方
や

農
業
を
し
て
い
る
方
を
対
象
に
、
市

の
農
業
施
策
に
関
す
る
説
明
会
を

実
施
し
ま
す
。
農
業
従
事
者
の
高
齢

化
や
後
継
者
不
足
問
題
、
米
の
価
格

の
下
落
、
耕
作
放
棄
地
の
増
加
な
ど
、

今
の
農
業
の
課
題
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

内
容
＝
農
業
施
策
（
農
地
中
間
管
理

事
業
、
人
・
農
地
プ
ラ
ン
、
経
営
所
得

安
定
対
策
等
交
付
金
）
の
説
明

農
政
課
☎
（
56
）
１
６
７
２

　消
防
団
員
は
、
日
頃
自
分
の
仕
事

に
就
き
な
が
ら
、
地
域
の
た
め
に
災

害
の
警
戒
活
動
や
消
防
活
動
、
火
災

予
防
の
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

近
年
、
全
国
的
に
消
防
団
員
数
が
減

少
傾
向
に
あ
り
、
特
に
将
来
の
地
域

防
災
を
継
承
す
る
若
い
力
が
不
足
し

て
い
ま
す
。

　消
防
団
の
活
動
を
通
じ
て
、
仲
間

と
の
絆
や
地
元
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を

再
確
認
し
、
あ
な
た
の
力
で
地
域
の

安
全
・
安
心
を
守
り
ま
せ
ん
か
。
入
団

を
希
望
す
る
方
は
、
気
軽
に
お
問
い

　市
で
臨
時
に
職
員
が
必
要
と
な
っ

た
と
き
に
雇
用
す
る
臨
時
職
員
の
登

録
を
受
け
付
け
ま
す
。
す
べ
て
の
職

種
で
障
害
の
あ
る
方
の
受
付
も
行
い

ま
す
。一
定
の
条
件
を
満
た
す
場
合
は
、

災
害
補
償
と
社
会
保
険
の
適
用
も
あ

り
ま
す
。

申
込
方
法
＝
登
録
申
請
書
に
、
履
歴

書
と
資
格
を
証
明
す
る
も
の
の
写
し

（
資
格
要
件
の
あ
る
職
種
）
を
添
え

て
職
員
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
登
録
申
請
書
は
、
職
員
課
で
配
布

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申
込
期
限
＝
２
月
15
日
（
水
）（
土
・

日
・
祝
日
を
除
く
）

注
意
事
項
＝
登
録
期
間
は
２
カ
年
度

で
す
。
昨
年
度
以
前
に
登
録
し
た
方

は
再
登
録
が
必
要
で
す
。

雇
用
予
定
＝
４
月
１
日
以
降
、
必
要

に
応
じ
て
雇
用
す
る
予
定
で
す
。

職
員
課
☎
（
56
）
１
６
６
５

　農
業
関
係
者
が
共
に
農
業
の
活
性

化
策
を
考
え
る
交
流
会
を
開
催
し
ま

す
。
会
場
で
は
正
午
か
ら
、
地
元
農
産

物
や
加
工
品
の
試
食
販
売
を
行
い
ま

す
の
で
、
気
軽
に
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

日
時
＝
２
月
16
日
（
木
）
午
後
１
時
か

ら
４
時
30
分
（
正
午
受
付
）

会
場
＝
か
ず
さ
ア
カ
デ
ミ
ア
ホ
ー
ル

２
０
２
会
議
室
（
木
更
津
市
か
ず
さ

鎌
足
２
―
３
―
９
）

内
容
＝
▼
議
題
「
千
葉
県
の
水
田
農

　農
業
の
規
模
を
拡
大
し
た
い
担
い

手
に
貸
し
付
け
る
農
地
を
探
し
て
い

ま
す
。「
農
業
か
ら
の
リ
タ
イ
ア
を

考
え
て
い
る
」
、「
相
続
し
た
農
地
の

管
理
に
困
っ
て
い
る
」
、「
水
田
を
や

め
て
畑
に
専
念
し
た
い
」
な
ど
、
貸
し

た
い
農
地
が
あ
る
方
は
、
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
千
葉
県
園
芸
協
会

（
農
地
中
間
管
理
機
構
）
が
農
地
の

貸
し
借
り
を
仲
介
し
ま
す
。

◆
農
地
を
貸
す
メ
リ
ッ
ト

▼
貸
付
期
間
満
了
後
、
農
地
は
地
権

者
に
戻
る
（
継
続
貸
付
も
可
）
。

▼
設
定
し
た
地
代
は
機
構
か
ら
確
実

に
支
払
わ
れ
る
。

地
域
を
守
る

「
消
防
団
」
に

入
団
し
ま
せ
ん
か
？

臨
時
職
員
の

登
録
受
付

説明会や交流会を通じてきみつの農業を身近に

感じてみませんか。

　農村環境改善セン

ターには、会議室や和

室、調理実習室、体育

館などがあり、農業関

係者に限らず、一般の

方でも幅広く利用がで

きます。子どもたちの遊び場や高齢者の交流の

場などに、気軽にご活用ください。利用料金など

詳しくは、お問い合わせください。

所在地＝久留里市場374―1
開館時間＝午前9時から午後9時
※月曜休館

農村環境改善センター☎(27)2537

日 時＝2月19日(日)午
後1時15分開場・2
時開演

会 場＝君津市民文化

ホール・大ホール

入 場料＝1階・2階指
定席2,000円、2階
自由席1,000円(入
場は小学生以上)

※保育サービスあり(有料・要予約)

出 演＝▼指揮、音楽監督・坂本和彦氏▼ソプラニスタ・木

村優一氏▼東京音楽大学付属高校▼夢未来オペラシン

ガーズ▼きみつ少年少女合唱団

チ ケット取扱･問合先＝生涯学習文化課☎(56)1380、君津
市民文化ホール☎(55)3300、その他プレイガイドにて発
売中

農業できみつを
元気に！

ば
か
苗
病
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

農
業
施
策
に
関
す
る
説
明
会

き
み
つ
農
業

い
き
い
き
交
流
会
２
０
１
７

使
わ
な
い
農
地
を
利
活
用
！

農
地
募
集
中

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
女
性
消
防
分
団
も
募
集
中
！

　女
性
の
視
点
で
広
報
活
動
や
避
難

所
支
援
な
ど
を
行
う
女
性
消
防
分
団

員
も
募
集
中
で
す
。

農村環境改善センターを
ご利用ください

第9回きみつ夢未来コンサート
チケット発売中！

平
成
29
年
度

【臨時職員職種別一覧】

【説明会日程表】

職種 勤務場所 勤務内容 勤務時間 資格要件

保育士 保育園

乳幼児の保育

(クラス担任)

平日7:00～19:15のうち7時間45分勤務

(早番・遅番あり)
※一部土曜日勤務あり

保育士登録時間外保育
平日7:00～10:00、17:00～19:00 のうち

必要に応じて

週休代替保育
平日8:30～17:15(7時間45分勤務)
※一部土曜日勤務あり、週2～3日勤務

土曜日保育 土曜日8:30～17:15のうち必要に応じて

用務員

保育園 用務全般 平日8:30～17:15(7時間45分勤務)

不要
小中学校 用務全般

平日7:30～16:30のうち学校が指定

する時間(7時間45分勤務)
※夏休み期間中は学校が指定する日

作業員

清掃事務所
ごみ処理作業

全般

8:30～17:15(7時間45分勤務)
※月曜日から土曜日のうち週3日程度

中型自動車免許

(8t限定可)

道路施設

など
維持管理全般 原則、平日8:30～17:15(7時間45分勤務)

中型自動車免許、車

両系建設機械(整
地・運搬・積込み用

および掘削用)技能

講習修了証

公園など 維持管理全般 平日8:30～17:15(7時間45分勤務)
中型自動車免許

(8t車)

自動車

運転手
移動図書館車 運転業務 8:30～17:15(7時間45分勤務)

中型自動車免許

(8t限定)

事務職 市役所 事務全般

原則、平日8:30～17:15(7時間45分勤務)
のうち必要に応じて

※職場によって休日勤務あり

不要

期 日 会 場 時 間

2/27(月) 市役所5階・大会議室

18:00　
～20:00

2/28(火) 小糸公民館・講義室

3/1(水) 上総地域交流センター・会議室2

3/2(木) 清和公民館・第1会議室

3/3(金) 小櫃公民館・研修室

消
防
総
務
課
☎
（
53
）
１
９
０
２

業
の
現
状
」
、「
集
落
み
ん
な
で
楽
し

い
農
業
へ
」
▼
有
害
獣
の
防
除
機
器

の
紹
介
や
関
連
情
報
の
展
示
な
ど

君
津
農
業
事
務
所
☎
０
４
３
８

（
25
）
０
１
０
７

使命と誇りを胸に地域を守ります

心に響く歌声と演奏をお届けします

▼
機
構
は
、
公
的
な
機
関
な
の
で
安

心
し
て
貸
付
で
き
る
。

農
政
課
☎
（
56
）
１
３
９
１

平成29年(2017年)2月1日夢と誇りの持てるまち 広報きみつ 市政総合 2

市役所会計課(１階２番窓口)、行政センターで、千葉県収入証紙を販売しています　問会計課☎56−1155



　雑草やごみなどを野外で燃やすこと(野

焼き)は、一部の例外を除き法律で禁止さ

れている行為です。野焼きをすると煙や悪

臭、ダイオキシンなどが発生し、周囲に迷惑

を掛ける原因となります。家庭のごみはご

みステーションへ出し、事業所のごみは処

理業者へ委託するなど、適正な処分をしま

しょう。

◆例外行為

▼地域行事などでの焼却＝どんど焼きなど

▼農林業等を営むための焼却＝やむを得な

いものとして行われる焼却(稲わらの焼却、

畦
けいはん

畔焼きなど)

◆注意事項＝例外となる野焼きでも、近隣

住民に配慮してください。苦情があった

場合は、君津市環境保全条例などに基づ

いた指導の対象になります。
問環境保全課☎(56)1213

君
津
市
学
校
再
編

第
１
次
実
施
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
決
定

〜出産・育児の
しやすいまちに〜

子ども・子育て
会議の委員に
なりませんか？

働く人も雇う人も
必ずチェック！

最低賃金

　市
で
は
、
出
産
・
育
児
の
し
や
す
い

ま
ち
を
実
現
さ
せ
る
た
め
、
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
新
制
度
に
対
す
る
意
見

を
聴
く
「
君
津
市
子
ど
も
・
子
育
て

会
議
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
子
育
て

を
経
験
し
た
保
護
者
の
声
を
政
策
に

反
映
さ
せ
る
た
め
、
会
議
に
参
加
す

る
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

対
象
＝
平
成
11
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た
お
子
さ
ん
を
持
つ
市
内
在

住
・
在
勤
の
保
護
者

定
員
＝
２
人

※
申
込
多
数
の
場
合
は
、
選
考
の
上

　市
で
は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て

よ
り
よ
い
教
育
環
境
を
目
指
す
た
め
、

学
校
を
活
性
化
さ
せ
る
具
体
的
な
計

画
案
を
作
成
し
て
、
昨
年
7
月
に
公

表
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
積
み
重
ね

て
き
た
す
べ
て
の
貴
重
な
意
見
を
参

考
に
、
学
校
再
編
の
理
念
に
照
ら
し

て
「
君
津
市
学
校
再
編
第
1
次
実
施

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
決
定
し
ま
し
た
。

　第
１
次
実
施
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
詳
細

お
よ
び
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
結

果
は
、
各
施
設
な
ど
で
公
開
し
て
い

ま
す
。

公
開
場
所
＝
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
行

政
セ
ン
タ
ー
、
公
民
館
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー
、
図
書
館
、
学
校
再
編
推

進
課学

校
再
編
推
進
課
☎
（
56
）
１
５

６
２

決
定

任
期
＝
平
成
29
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
31
年
３
月
31
日

活
動
内
容
＝
会
議
に
出
席
し
、
子
育

て
政
策
に
対
す
る
調
査
・
審
議
な
ど

を
行
う
。

申
込
方
法
＝
写
真
を
貼
付
し
た
履
歴

書
、「
子
育
て
に
対
す
る
思
い
や
考
え

方
、
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
の
役
割

等
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
小
論
文
（
８
０

０
字
以
内
）
を
子
育
て
支
援
課
へ
持

参
ま
た
は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

申
込
期
限
＝
２
月
20
日
（
月
）・
必
着

〒
２
９
９
―
１
１
９
２
君
津
市
役

所
子
育
て
支
援
課
☎
（
56
）
１
５
２
６

内
容
・
期
日
＝
▼
デ
ジ
カ
メ
・
２
月
17

日
（
金
）
▼
エ
ク
セ
ル
（
家
計
簿
を
作

っ
て
み
よ
う
！
）・
２
月
19
日
（
日
）
、

３
月
29
日
（
水
）
▼
ち
ら
し
作
成
・
２

月
22
日
（
水
）
、
３
月
12
日
（
日
）
▼

文
書
作
成
基
本
・
３
月
８
日
（
水
） 

時
間
＝
午
前
９
時
30
分
か
ら
11
時
45

分会
場
＝
生
涯
学
習
交
流
セ
ン
タ
ー

対
象
＝
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の

ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
パ
ソ
コ
ン
で
ワ
ー
ド
・

エ
ク
セ
ル
の
入
っ
た
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン

を
持
ち
込
め
る
方

定
員
＝
各
講
座
８
人
程
度
（
申
込
多

数
の
場
合
は
抽
選
）

申
込
方
法
＝
往
復
は
が
き
の
往
信
裏

面
に
、
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
年

齢
・
電
話
番
号
・
講
座
名
・
希
望
日
を
、

返
信
表
面
に
返
信
先
の
郵
便
番
号
・

住
所
・
氏
名
を
明
記
の
上
、
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

※
複
数
の
講
座
を
希
望
す
る
場
合
は
、

１
講
座
当
た
り
は
が
き
１
枚
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限
＝
２
月
10
日
（
金
）・
当
日

消
印
有
効

〒
２
９
９
―
１
１
５
２
君
津
市
久

保
２
―
13
―
２
生
涯
学
習
交
流
セ
ン

タ
ー
☎
（
50
）
３
９
８
０

環境にやさしい省エネ生活を始めよう！

　次
の
産
業
の
事
業
所
で
働
く
労
働

者
に
適
用
さ
れ
る
特
定
最
低
賃
金
が

改
正
さ
れ
ま
し
た
。

千
葉
県
最
低
賃
金
＝
８
４
２
円
（
改

正
前
は
、
８
１
７
円
）

千
葉
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金

室
☎
０
４
３
（
２
２
１
）
２
３
２
８

便利な口座振替をご利用ください！

国民年金保険料

※振替日が休日の場合は、翌営業日に振替されます。

ごみの野焼きはやめましょう
【学校再編計画】

【口座振替の振替方法】

【最低賃金一覧表】

実施内容 対　象 使用校舎 実施時期

統合

中学校

小糸中
小糸中学校 H31

清和中
小櫃中

小櫃中学校 H32
久留里中
松丘中
亀山中

小学校

秋元小
清和中学校 H32

三島小
中小

中小学校 H33
小糸小
久留里小

久留里小学校 H33松丘小
坂畑小

実施内容 対　象 概　要 実施時期

小・中
一貫教育
指定

周南小学校

周南中学校

教科指導の連続性や小学校から中
学校への円滑な接続を図るため、9年
間を一貫したカリキュラムで学びます。

H30

コミュニテ
ィ・スクー
ル指定

周西小学校

周西南中学校

地域コミュニティの拠点としての学校
の役割を生かし、さまざまな活動を通
じて、住民同士の交流を進めます。

H30

認定
こども園

人見保育園
周西幼稚園で培ったスキルやノウ
ハウを継承し、保育と教育を両立す
る君津市版認定こども園とします。

H32

2年前納 1年前納 6カ月前納
当月末振
替(早割)

翌月末振替

納付分
4月から

翌々年3月分
4月から

翌年3月分
4月から

9月分
10月から
翌年3月分

当月分 当月分

振替日 4月末日 4月末日 4月末日 10月末日 当月末 翌月末

備考 保険料の割引あり
保険料の
割引なし

業　種
改正後

時間額

改正前

時間額

調味料製造業 868円 852円

鉄鋼業 915円 893円

はん用機械器具、生産用機械器具製造
業

884円 869円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機
械器具、情報通信機械器具製造業

887円 872円

計量器・測定器・分析機器・試験機・測
量機械器具・理化学機械器具製造業、
医療用機械器具・医療用品製造業、光
学機械器具・レンズ製造業、時計・同部
分品製造業、眼鏡製造業

869円 854円

各種商品小売業 848円 832円

自動車(新車)小売業 880円 865円

　口座振替でまとめて前払い(前納)

すると保険料が割引されます。前納

する月数が多いほど、割引額も大き

くなってお得です。新たに4月から口
座振替を希望する場合は、期限まで

に預貯金口座のある金融機関(ゆう

ちょ銀行を含む)または年金事務所

で手続きをしてください。

申込期限＝2月28日(火)
注意事項＝口座名義人や金融機関

届出印などに誤りがあると、手続

きが間に合わない場合があります。

問木更津年金事務所

☎0438(23)7616

補助金額

▼住宅用太陽光発電システム(最大出
力が10kW未満)
　最大出力(kW表示で小数点以下第3
位を四捨五入)に2万円を乗じた額で、6
万円を限度(千円未満切り捨て)

▼家庭用燃料電池システム(エネ
ファーム)
　システムの設置費(設備購入費および

工事費)とし、10万円を限度(千円未満切
り捨て)

※どちらも先着順(予算枠に達した時点

で終了)

注意事項＝設置工事を始める日の10日
前までに申請し、2月末日までに実
績報告ができる方を対象としていま

す。設置を考えている方は、早めに手

続きをお願いします。その他の条件

など、詳しくは、市ホームページをご

確認ください。

※補助金制度は、年度ごとに見直しを

行っており、現段階で来年度の補助内

容は決まっていません。

問環境保全課☎(56)1217

住宅用太陽光発電システム・家庭用燃料電池システムの設置補助

～
よ
り
よ
い
教
育
環
境
を
目
指
し
て
～

初
心
者
向
け
Ｉ
Ｔ
講
習
会

パ
ソ
コ
ン

持
込
に
よ
る
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産後の育児でお悩みの方へ「産後ケア」をご利用ください　問健康づくり課☎57−2233



きみつのいいね！フェイスブックで配信中！　問秘書広報課☎56−1288

　川越藩が藩領の境に設置した番所の跡を訪ね、その

歴史を確認します。今回は、両日ともに10km程度の山道
を歩く、健脚向きの見学会です。

日程＝2月25日(土)・3月19日(日)(全2回)午前9時から午後
4時30分
会場＝黒塚番所・道六神番所推定地ほか

※登山口までバス移動

集合＝市役所北側駐車場・小糸公民館・君津ふるさと

物産館のいずれかで乗車

定員＝20人(先着順)　※2回参加できる方
費用＝700円(演習林ガイ
ド費用・保険料ほか)

持ち物＝弁当、飲物、ト
レッキング程度の装備

申込期限＝2月17日(金) 
申久留里城址資料館☎(27)3478

252

［土］
162

［木］
193
［日］

・

　歴史をたどろう！

見学会
「川越藩の番所を
  めぐるⅡ」

　県内で捕獲されたイノ

シシやシカの肉。その名も

「房総ジビエ」を使った料

理を提供するイベント「房

総ジビエフェア2017冬」が
県内各地で開催中です。

※房総ジビエには、市内

業者「君津いのか食肉加

工組合」、「森旧解体処理

場」で加工された食肉が

提供されています。

期間＝2月26日(日)まで
市内参加店＝ぽーたる亭

(久留里市場1018)、亀山温泉 湖水亭嵯峨和(笹614)
千葉県農林水産部流通販売課☎043(223)3085

亀山猪鍋定食
(亀山温泉湖水亭嵯峨和）

262

［日］

ジビエ丼(ぽーたる亭)

房総ジビエフェア
2017冬

　昨年7月に始動した地方創生を目指すアイデアコン
テスト事業「キミクリ」の最終発表会を行います。

　理工系大学生、若手社会人、地元サポーターなどで

構成する7つのチームが、市内で長期間にわたり調査・
研究・実証を繰り返し磨き上げた地域課題を解決する

ためのアイデアを見て、聞いて、審査して、君津の未来

を若者たちと一緒に想像しませんか。

日時＝3月4日(土)午後1時から6時
会場＝生涯学習交流センター2階・多目的ホール
申込方法＝電話、メールまたは企画政策課窓口で住

所・氏名・電話番号をお伝えください。

※発表会終了後、同会場で懇親会を予定(会費制・自由

参加)

申込期限＝2月24日(金)
企画政策課☎(56)1565

　君津の魅力ある景観を皆

さんに知ってもらうため、「私

がみつけた きみつの景観」

をテーマに応募のあった約30
作品を展示します。どの写真

も、撮影した方の思いが込められた作品です。写真展を

通して、君津の魅力を再認識し、共有していきましょう。

時間＝午前9時から午後10時(日曜日は午後5時まで)
※祝日は除く。

建設計画課☎(56)1261

　災害はいつどこで発生するか

分かりません。災害発生時に適

切な対応をするためには、日頃

からの備えが必要不可欠です。

　母親目線で家庭での防災に

ついて語る講演と、東日本大震

災で活躍した消防団の情景を描

いたDVD「無念」の上映を行い

ます。

日時＝2月12日(日)午後2時から4
時10分(1時受付)
会場＝君津市民文化ホール・中ホール　

定員＝500人(先着順)
内容＝「子どもの命を守るには～母親という立場か

ら～」(株)危機管理教育研究所代表・国崎信江氏

危機管理課☎(56)1290

　素敵なおはなしの世界で、冬のひとときを過ごしてみ

ませんか。

日時＝2月19日(日)午前9時30分から午後3時
会場＝君津亀山少年自然の家

内容＝読み聞かせ、ピザ作り体験、軽食の販売など

生涯学習文化課☎(56)1407
君津亀山少年自然の家☎(39)2628

君津市防災講演会

観光おもてなしセミナー
～里山を通じた魅力で
　国内外から観光客を呼び込め！～

「キミクリ2016」最終発表会

一日だけの
森の童話館

景観写真展

真冬の寒さを吹き飛ばす、

元気の出るイベントがめじろ押しです。

［木］

93

鹿野山参道の桜

国崎 信江氏

絵本の世界をのぞいてみよう！

12
［水］から

122

［日］
192

［日］

・ ・
［火］

143

チーム一覧

最優秀賞は、誰の手に!?

まで
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43
［土］

期　日 会　場

2/1(水)～6(月) 生涯学習交流センター

2/8(水)～13(月) 小糸公民館

2/15(水)～20(月) 清和公民館

2/22(水)～27(月) 小櫃公民館

3/1(水)～6(月) 君津駅こ線人道橋展示コーナー

　「おもてなし」と「しごと」・「ひと」づくりをテーマと

し、将来予想される訪日外国人の受入れに関する基礎

知識を得るための人材育成セミナーです。

時間＝午後1時30分から4時30分
対象＝観光施設、宿泊施設、物販飲食店などを営む方、

観光地づくりに興味のある方

定員＝各日100人(先着順)

申込方法＝電話、メールまたはファックスで住所・氏

名・電話番号・受講希望日・交流会参加希望の有無を

お伝えください。

※会費5,000円は当日支払
申込期限＝第1回：2月13日(月)、第2回・3回：2月28日(火)
申企画政策課☎(56)1565　(56)1628
　kikaku@city.kimitsu.lg.jp

FAX

期　日 会　場 内　容

第1回 2/16(木)
農村環境改善

センター

第1部「地方創生と世界に一番近い『SATOYAMA』プロジェクトを通じた地域活性
化」・第2部「県内の観光客を取り巻く動向、観光施策」・第3部「観光客を呼び込む！
観光人材育成基礎研修(仮)」・名刺交換会

第2回 3/9(木) ホテル千成
第1部「地方創生を通じた施策展開、企業誘致及び創業支援などの取り組み」・第2部
「集客コンテンツから誘引するためには」・第3部「観光客を呼び込む！観光人材育
成実践研修(仮)」・交流会

第3回 3/14(火) 上総地域交流
センター

第1部「地方創生を通じた施策展開(仮)」・第2部「MOPから見える訪日外国人～FITマー
ケットの動静～」・第3部「観光客を呼び込む！里山の観光資源とは(仮)」・名刺交換会



夢と誇りを胸に未来へはばたけ！

923人が
大人の仲間入り
　1月8日、市内11会場で成人を祝う集いが行われました。会場
は、あでやかな振り袖や袴

はかま

、真新しいスーツを身にまとった新

成人の皆さんが懐かしい友人や恩師との再会を喜ぶ笑顔であ

ふれていました。成人を迎え新たな一歩を踏み出した5人の方
から新成人としての抱負などを伺いました。

今回は、久留里地区の成人を
祝う集いにお邪魔して君津へ
の愛があふれる写真を撮影さ
せていただきました。

過程は違っても結果は変えない人生を送る

①君津メディカルスポーツセンターです。老若男女、誰でも楽しく体を

動かすことができ、けがの予防だけでなく、健康の増進もできるからです。

②いつも良い環境で成長できたことに感謝しています。これから先は、

われわれ新成人も社会に貢献できるよう力を身に付け、尽力します。

③ニ十歳の壁を越えられたことは、今まで携わった友達や先輩後輩、

恩師だけでなく、家族や地域の方々が支えてくださった結果であり、

今の自分の姿があります。正直、昔描いた像とは大きく異なっていま

すが、過程は違っても結果は変えない人生を送ります。

前
まえ

田
だ

雄
ゆう

汰
た

さん
（人見）

立派な看護師を目指す

①内みのわ運動公園テニスコートです。中学時代、テニス部に所属

していたため、大会前には、よく皆で放課後に練習をしていました。

②君津市は、公園が多く、外で鬼ごっこや遊具で遊んでいた記憶があ

ります。公園で遊ぶ子どもの多い君津市であってほしいと思います。

③私は、将来、看護師になるために大学に通っています。勉強量の多

さ、看護の難しさに心が折れそうになりますが、友達と支え合い、立

派な看護師になれるように実習、勉強を頑張りたいです。そしてお世

話になっている君津に少しずつ恩返しができる成人になりたいです。

島
しま

貫
ぬき

芹
せり

佳
か

さん
（八重原）

明るさを大事に、一日一日を大切に過ごす

①生まれ育った地元、小糸です。自然に溢れており、とても落ち着け

る場所です。地域の方々は温かく優しい人ばかりです。

②これからも平和で地域の方々が安心して暮らしていけるような君

津市でいてほしい、と心から願っています。

③今までたくさんの方々に支えられて無事成人を迎えることができ

ました。今後もさまざまなことがあると思いますが、自分の取り柄で

もある明るさを大事にして、一日一日を大切に過ごしていきたいです。

大
おお

島
しま

莉
り

衣
い

さん
（白駒）

ボランティアなどを通じて地域に貢献する

①小櫃スポーツ広場です。幼い時から友達と遊ぶ時やスポーツ大会、

地域のお祭りなど、皆の笑顔が集まる場所だからです。

②豊かな自然に恵まれたこの君津市で温かい地域の方々のご支援の

もと、ここまで成長できました。次の世代にも君津市の良さを伝える

ために頑張ります。

③私は、今まで地域の方 に々たくさんお世話になりました。次は私が

大人になる番です。今までお世話になった分、その恩を地域の方々

に返したいと思います。そのために私は、ボランティアなどに参加し、

少しでも地域に貢献できればと思います。

小
こ

平
だいら

竜
たつ

水
み

さん
（末吉）

夢を叶
かな

える準備をする

①久留里城です。小学生の頃、学童で何度も歩いて行きました。ど

の季節にも思い出があります。

②山道を車で走っていると、鹿や猿を見掛けることがあります。自然の

豊かさと人 の々心の温かさを残したまま、発展してほしいと思います。

③夢を叶える準備をしていきたいと思います。今までは夢を語るだ

けで叶える準備をしていませんでした。口先だけにならぬよう、一歩

ずつ前進していきます。将来は、小さなことでも良いので誰かが幸

せな気分になってくれるような仕事に就きたいです。

野
の

間
ま

葉
は

瑠
る

香
か

さん
（浦田）

質問事項

①市内でお気に入りの場所

②君津市にひとこと

③二十歳になっての抱負

夢と誇りを胸に未来へはばたけ！夢と誇りを胸に未来へはばたけ！夢と誇りを胸に未来へはばたけ！夢と誇りを胸に未来へはばたけ！夢と誇りを胸に未来へはばたけ！夢と誇りを胸に未来へはばたけ！夢と誇りを胸に未来へはばたけ！

ました。
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特定不妊治療費の一部を助成しています　問健康づくり課☎57−2233

　皆さんのご協力により熊本地震災害義援

金は、1月4日現在、9,292,056円となっていま
す。皆さんの善意は日本赤十字社へ振り込ま

せていただきます。3月31日まで受け付けてい
ます。

　また、東日本大震災義援金も引き続き受

け付けています。1月4日現在、38,151,911円と
なっています。

厚生課☎(56)1183

熊本地震災害・東日本大震災義援金に
ご協力ありがとうございます

※対象者には個別に通知します。

区　　分 期　日 受付時間 会　　場 対 象 者

1歳6か月児健康診査
3日(金)

12：50～13：20
保健福祉センター

君津・小糸・清和地区の平成27年5月26日～平成27年6月15日生まれ

28日(火) 君津・小糸・清和地区の平成27年6月16日～平成27年7月12日生まれ

3歳児健康診査
7日(火)

12：45～13：15
君津・小糸・清和地区の平成25年7月25日～平成25年8月13日生まれ

24日(金) 君津・小糸・清和地区の平成25年8月14日～平成25年9月5日生まれ

健康診査 健康づくり課☎(57)2233

交通事故発生状況
　市内の平成28年中の交通事故発生状況は
次のとおりです。

発生状況 前年比

人 身 事 故 352件 ＋29
死 者 数 3人 ー3
負 傷 者 数 468人 ＋26
物 件 事 故 2,302件 ＋21

犯罪発生状況
　市内の平成28年中の犯罪発生状況は次の
とおりです。

※電話de詐欺が多発しています。ご注意ください。

発生状況 備　考

犯罪発生総数 609件 前年比 ー98件
電話de詐欺 10件 被害額 約2,675万円

空 き 巣 等 79件 前年比 ー21件
自転車盗難 88件 前年比   ー1件

予防接種 健康づくり課☎(57)2233
接種方法＝君津市・木更津市・富津市・袖ケ浦市の協力医療機関で予約の上、接種を受けてください。

区　　分 対象者 接種回数 備　　考

B型肝炎
1歳未満のお子さん
(標準的な接種は生後2カ月から9カ月。ただし、健康保険な
どの別の制度ですでに受けた方は除く。)

3回
平成28年4月以降に生まれ
た方が対象です。

Hib(ヒブ)・小児の肺炎球菌
生後2カ月以上5歳未満のお子さん
(標準的な初回の開始は生後2カ月から生後7カ月まで)

4回
(初回3回、追加1回)

接種開始月齢により接種す
る回数が違います。

4種混合(ジフテリア・百日
せき・破傷風・ポリオ)

生後3カ月以上7歳6カ月未満のお子さん
4回

(初回3回、追加1回)
2種混合(ジフテリア・破傷
風)第2期

平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれの方
(小学校6年生に相当する年齢の方) 1回

対象者には個別に通知しま
した。

BCG 1歳未満のお子さん(標準的な接種期間は生後5カ月から生後8カ月まで) 1回

麻しん・風しん混合(MR)

①1歳のお子さん
　接種期限＝2歳になるまで

1回

過去に、麻しんや風しんに
かかったことがある方、自費
で接種をしている方もワク
チン接種の対象になります。

②来年度小学校に入学するお子さん
　接種期限＝3月31日(金)

水痘 1歳から3歳未満のお子さん
※すでに水痘にかかったことがあるお子さんは対象外

3カ月以上、標準的に
は6カ月から12カ月の
間隔をおいて2回接種

すでに自費で水痘ワクチン
を接種したお子さんは、残り
の回数が対象となります。

日本脳炎
第1期：3歳から7歳6カ月未満のお子さん

3回
(初回2回、追加1回)

医師の判断により、生後6カ
月から接種を開始する場合
もあります。

第2期：9歳から13歳未満のお子さん 1回 予診票をお持ちでない方に
は健康づくり課で交付しま
す(来所する場合は母子健
康手帳を持参してください)。日本脳炎(特例措置)

平成8年4月2日から平成19年4月1日生まれの方(20歳未満)
※平成17年度から21年度の間に日本脳炎の予防接種の機会を
逃した方

第1期は3回(初回2回、
追加1回)
第2期は1回(9歳以上)

平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの方
9歳から13歳未満までの期間で、
対象者には個別に通知します。

高齢者の肺炎球菌

①年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100
歳となる方で過去に23価肺炎球菌ワクチンの予防接種
を受けていない方　

②60歳以上65歳未満の方で、心臓・じん臓・呼吸器の機
能・ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に重度の障
害を有する方(身体障害者手帳1級に相当)

3月31日(金)までに
1回

接種費用＝5,400円(生活保
護受給者は無料)

※厚生労働省の通知により、現在、子宮頸がん予防ワクチンの接種を積極的にはお勧めしていません。ただし、定期接種を中止するものではな
いため、接種を希望する方は、ワクチンの有効性と接種による副作用が起こるリスクを十分に理解した上で接種をしてください。

健康相談・健康教室 健康づくり課☎(57)2233
区　　分 期　日 受付時間 会　場 対 象 者 内容ほか

赤ちゃん育児相談

2日(木) 10：00～11：00 小糸公民館

1か月健診受診後から
2歳前のお子さんと保護者

身体計測
育児・栄養・歯科相談

9日(木)
9：30～11：00

保健福祉センター13：30～15：00
10日(金) 9：30～11：00

初めての歯みがきのポイント・
離乳食の開始と進め方の集団教室
※2月8日(水)までに要予約

9日(木) 14：00～14：15 保健福祉センター
生後4カ月から6カ月頃
の離乳食開始前のお子
さんがいる保護者

赤ちゃん育児相談の中での集団
教室(30分程度の講話)

むし歯予防教室
※2月22日(水)までに要予約

23日(木) 10：00～12：00
(9：50～10：00受付)

保健福祉センター

1歳6カ月(1歳6か月児健
診を受けている方)から
3歳未満のお子さんと
保護者・先着15組程度

管理栄養士・歯科衛生士による、
むし歯予防の話と歯みがき実習
持ち物＝歯ブラシ、コップ、タオル、
母子健康手帳、洗濯ばさみ1個

マタニティクラス

1回 1日(水) 9：30～10：00
保健福祉センター

妊娠中の方
(4回で1コース)

持ち物＝母子健康手帳、筆記用具
※初回でテキストを配布します。

2回 14日(火)
9：45～10：00

3回 21日(火)
※実施時間は10:00～12:00です。　※お子さん連れの方は事前にご連絡ください。
※4回目は3月1日(水)に実施予定です。

両親学級
※2月24日(金)までに要予約

26日(日) 9：45～12：30
(9：30～9：45受付)

保健福祉センター 妊娠中の方とその夫 持ち物＝母子健康手帳、筆記用具

こどもの発達相談　※要予約 お子さんの心や体などの発達について気になることはありませんか。子どもの発達の専門家が相談に応じます。

　簡単で頑張らなくても効果がある、運動が苦手な人も参加できる教室です。事前の申込は

不要ですので、動きやすい服装で気軽に参加してください。なお、雨天の場合は屋内で行います。

飲み物・汗をふくタオルを持参してください。　※対象者は60歳以上の方です。
健康づくり課☎(57)2233

期　　日 会　　場 時　間

7(火)・14(火)・
21(火)・28(火)

内 み の わ 運 動 公 園
※ 雨 天 時 ： 市 民 体 育 館 視 聴 覚 室

10：30～11：30

7(火)・21(火) 保 健 福 祉 セ ン タ ー ふ れ あ い 広 場
※雨天時：保健福祉センターコミュニティホール

14：00～15：00

日曜・休日の救急当番医 問消防本部☎(53)0119
期　日 診療科目 診療時間 病医院名 所在地 電　話

5(日) 内 科 9：00～17：00 鈴 木 病 院 上 ☎(32)2013
11(土) 内 科 9：00～17：00 玄 々 堂 君 津 病 院 東 坂 田 ☎(52)2366
12(日) 内 科 9：00～17：00 な か の ク リ ニ ッ ク 中 野 ☎(50)1777
19(日) 内 科 9：00～17：00 小 ぐ れ 医 院 南 子 安 ☎(55)6611

26(日)
内科・小児科 9：00～17：00 水島外科内科クリニック 東 坂 田 ☎(50)1501
耳鼻咽喉科 9：00～12：00 鮎 澤 耳 鼻 咽 喉 科 中 野 ☎(54)8721

※当番医は変更になる場合があります。当日の朝刊も確認してください。

君津郡市夜間急病診療所　 ☎0438(25)6284
●診療科目　内科・小児科　●診療時間　午後8時から午後11時
●場　　所　木更津市中央1－5－18

※悪天候時は休診となる場合
があります。急病の際は各消防
署にお問い合わせください。
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運営する医療・介護関係団体の活動内容

を紹介します。

日時＝2月25日(土)午後2時から4時
会場＝イオンモール木更津・イオンホール

(木更津市築地1―4)
テーマ＝「はじまってます…住民と医療と

介護　つながる・ひろがる・深まる～退

院後も安心して暮らせるまちに～」

(一社)君津木更津医師会☎0438(22)3511

　(株)セブン-イレブン・ジャパンと連携し

て開催します。

日時＝2月10日(金)午後1時から2時30分(0
時40分受付)

会場＝生涯学習交流センター・101会議室
対象＝おおむね60歳以上のシニアの方
定員＝30人程度(先着順)
内容＝▼配達、清掃、品出し、レジ接客な

どの仕事紹介▼個別相談

申セブン-イレブン・ジャパン市原地区事

務所☎0436(21)7811(月曜から金曜日の午
前9時30分から午後5時)

日時＝2月19日(日)午前10時から正午(1人30
分、要予約)

会場＝生涯学習交流センター・202、203会
議室

申込期限＝2月16日(木)午後4時
申千葉県弁護士会☎043(227)8954

　総務省統計局では、2月から5月まで東
坂田1丁目の一部の世帯を対象に労働力調
査を実施します。この調査は、国の経済政

策や雇用対策などの基礎資料となる重要

な調査です。調査対象となった世帯には

調査員が調査員証を携帯して訪問します

ので、ご協力をお願いします。

千葉県総合企画部統計課

☎043(223)2220

会場＝消防本部・大会議室

定員＝30人程度(先着順)
申込方法＝来署または電話でお申し込み

ください。

▼普通救命講習Ⅱ
日時＝2月5日(日)午前9時から午後１時
対象＝介護士・ホームヘルパーなどの業

務に従事している方

内容＝成人に対する心肺蘇生法(成人応用編)

▼普通救命講習Ⅰ
日時＝2月19日(日)午前9時から正午
対象＝中学生以上の方

内容＝成人に対する心肺蘇生法

消防署救急隊☎(53)1908

設置開始＝4月1日(土)

日時＝2月23日(木)午前10時から正午(9時
30分受付)

会場＝保健福祉センターふれあい館

定員＝100人(先着順)
講師＝嶋田宗彦氏(君津木更津医師会 介

護保険・在宅医療担当理事)

申込期限＝2月15日(水)
申高齢者支援課☎(56)1732

日時＝2月13日(月)午前10時から午後4時
会場＝保健福祉センターふれあい館

主催＝君津ライオンズクラブ

※200ml献血の受付は午前中のみ
健康づくり課☎(57)2233

　久留里線などの駅にまつわる資料を紹

介するミニ展示です。今回は皆さんから提

供いただいた資料を中心に紹介します。

期間＝2月4日(土)から3月20日(月・祝)
会場＝久留里城址資料館2階・展示室
久留里城址資料館☎(27)3478

　下水処理が可能な区域に建物を所有す

る人は、法律で下水道排水設備の設置が

義務付けられています。下水道は、トイレ

の水洗化や大雨による浸水の防止、川や

海の水質保全など、さまざまな役割を果

たしています。改造工事を行っていない方

は、まずはお問い合わせください。

君津富津広域下水道組合管理課

☎(56)1258

　木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市で

申込期間＝2月6日(月)から21日(火)
申込方法＝各申込先で配布または、市ホー

ムページからダウンロードした必要書

類を各申込先へ持参してください。

　青色回転灯を装備したパトロール車で

市内を巡回する防犯巡視員を募集します。

犯罪のない安全で安心なまちづくりを推

進しませんか。

職種＝防犯巡視員

勤務時間＝午後2時から午後10時の間で5
時間、2班体制で1日交替勤務(月10日程
度)

※土・日・祝日を除く。

時給＝1,202円(その他手当あり)
対象＝普通免許を有する65歳以下の方
定員＝1人
面接日＝3月1日(水)
会場＝市役所502会議室
申込方法＝履歴書を市役所2階市民生活
課に持参してください。

申込期限＝2月20日(月)
市民生活課☎(56)1225

職種＝①一般事務職員②設備保守職員

業務内容＝①受付・窓口対応・一般事務・

事業運営②設備保守

対象＝①パソコン(ワード・エクセル)の基

本的な操作ができる方②第1種電気工
事士の資格を有する方

定員＝各１人

勤務日数＝①1カ月中20日程度②1カ月中10
日程度

勤務時間＝①午前8時30分から午後10時
のうち8時間(シフト制)②▼(早番勤務)
午前8時から午後5時▼(遅番勤務)午後
1時から午後9時30分

勤務開始日＝4月1日(土)
選考方法＝書類選考・面接

申込方法＝写真を貼付した履歴書を持参

または郵送してください。

申込期限＝2月13日(月)・当日消印有効
申〒299―1172君津市三直622　
君津市民文化ホール☎(55)3300

訓練科目＝木造建築科、造園科、和裁科

申込方法＝履歴書と入校願を郵送または

持参してください。

※書式のダウンロードや詳しい入校資格

などはホームページを確認してください。

申込期限＝3月31日(金)
申〒292―0065木更津市吾妻2―10―13職
業訓練法人 君津郡市職業訓練協会

☎0438(23)9554　 0438(38)4388

①鑑賞炭作り

　花やどんぐりを使って、そのままの形に

炭を作ります。

日時＝2月18日(土)午前10時から午後2時
集合場所＝木のふるさと館

定員＝10組
費用＝500円
申込期限＝2月14日(火)
②野鳥観察会

　遊歩道を散策しながら、野鳥を観察します。

日時＝2月25日(土)午前10時から午後2時
集合場所＝スポーツ広場 

定員＝30人
費用＝200円
申込期限＝2月21日(火)
申清和県民の森管理事務所☎(38)2222

日時＝3月12日(日)午後1時30分
会場＝生涯学習交流センター2階・多目的
ホール

テーマ＝3・11メモリアル2017「私たちは忘
れません！」

内容・出演＝▼朗読・朗読の会アンディ

アーモと子どもたち▼演奏・近藤綾奈

(ピアノ)、小泉有(バイオリン)、佐久間利

枝子(ソプラノ)、萱野千香(ピアノ伴奏)

君津市ボランティアセンター☎(55)0294

期間＝4月6日(木)から6月29日(木)までの27
日間

会場＝医療法人社団三友会研修所(富津

市青木1641)
定員＝10人
ケアセンターさきくさ☎(87)0130

　放送大学では、平成29年度第1学期(4月
入学)の学生を募集しています。放送大学

はテレビ、ラジオ、インターネットを利用し

て授業を行う通信制の大学です。心理・教

育・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科

学など幅広い分野を学べます。資料を無

料で配布していますので、気軽にお問い合

わせください。

出願期間＝▼第1回・2月28日(火)まで▼第2
回・3月20日(月・祝)まで
放送大学千葉学習センター

☎043(298)4367

　年金の専門家、社会保険労務士がお悩

みに答えます。

日時＝3月14日(火)午後1時から4時30分
会場＝生涯学習交流センター

申 NPO法人みんなでサポートちば

☎070(1541)7661

募集物件 申込・問合先

清掃事務所 清掃事務所☎(52)5353
消防本部庁舎
1階ロビー 消防総務課☎(53)1903

消防署松丘分署

市営施設の自動販売機設置事業者

募集

FAX

介護職員初任者研修受講生募集
(旧2級ホームヘルパー講座)

放送大学4月生募集

障害年金無料相談会

市民掲示板

ミニ展示「駅」Ⅱ

市民向け医療講演会「元気なうち
から知っておきたい在宅医療」

労働力調査へのご協力を
お願いします

下水道改造工事はお済みですか？

休日無料法律相談

君津市民文化ホール日日雇用職員

防犯巡視員

第9回朗読コンサート

県民の森のイベント

平成29年度君津郡市共同高等
職業訓練校生徒

第2回君津圏域医療介護関係団体
合同大会

献血にご協力をお願いします

シニアのためのお仕事説明会

普通救命講習(AED講習を含む)

お知らせ

講座・講習

　対象者には1月中旬に受診券を送付しま
した。1年に1回は健康診査を受けましょう。
対象＝昭和16年10月1日から昭和17年1
月31日生まれの方　※受診券が届い
ていない方は、お問い合わせください。

持ち物＝受診券・保険証

受診期限＝2月28日(火)
国民健康保険課☎(56)1179

後期高齢者健康診査

　音楽を使いながら体を動かす「体奏」

の体験会です。誰でもできる簡単な動

きですので、気軽に参加してください。

日時＝2月8日(水)午前9時30分から11時30分
会場＝生涯学習交流センター

対象＝市内在住の60歳以上の方
定員＝20人(先着順)
講師＝新井英夫氏(体奏家)

申込期限＝2月6日(月)
申生涯学習交流センター☎(50)3980

体奏家・新井英夫さんによる
「体奏体験」

問問い合わせ先　申申し込み先　 FAXファックス　 メールアドレス　HP ホームページ　
※料金の記載がないものは無料です。

暮らしの情報平成29年(2017年)2月1日7 夢と誇りの持てるまち 広報きみつ 

場所＝市役所納税課(1階3番窓口)　 問納税課☎(56)1161

 ◆ 夜間窓口 2月8日(水)午後5時15分から午後7時30分
 ◆ 休日窓口 2月19日(日)午前9時から午後5時夜間・休日納税窓口

 ● 固定資産税（4期）
● 国民健康保険税（8期）

今月の納期 納期限：2月28日(火)



相談内容 期　　日 時　　間 会　　場

人権相談 2(木)・14(火)・21(火)

13:00～16:00

市 民 相 談 室

人権・行政相談

16(木) 上 総 地 域 交 流 セ ン タ ー

24(金) 清 和 公 民 館

27(月)

市 民 相 談 室

法律相談(要予約) 9(木)・23(木)
交通事故相談 6(月)・20(月)

10:00～15:00
結婚相談

3(金)・7(火)・10(金)・
14(火)・21(火)・24(金)・28(火)

休日結婚相談 19(日) 10:00～12:00 生 涯 学 習 交 流 セ ン タ ー

消費生活相談 毎週月・水・木・金 9:00～15:00 消費生活センター☎(56)1529

問市民生活課☎(56)1395

2月の相談窓口 ※法律相談は、継続して受けることができません。(年に1回程度)

●社会福祉協議会の各種相談 ●市民相談 

2月の図書館からのお知らせ
●ひまわり号運行予定 ※悪天候の日は、運休することがあります。 

問中央図書館☎(52)4646

相談内容 期　　日 時　　間 会　　場

法律相談
(要予約)

7(火)・24(金)・
3/7(火)・24(金) 13:00～16:00

ふ れ あ い 相 談 室
☎ ( 5 5 ) 0 4 4 4

こころの相談
(要予約)

8(水)・14(火)・22(水)
3/8(水)・14(火)・22(水) 10:00～15:00

一般電話相談 月～金 9:00～16:00

心配ごと相談

9(木)・23(木)

13:00～16:0016(木) 上 総 地 域 交 流 セ ン タ ー

24(金) 清 和 公 民 館

ボランティア相談 月～金 9:00～17:00 ボランティアセンター☎(55)0294

※法律相談(3月分)は
　16日(木)から予約受付

賃貸・売買が可能な空き家の情報をお寄せください！　問政策推進室☎56−1568 

巡回日 曜 時　　間 ステーション(駐車場)

14・28 火

10:20～10:40 坂 田 ・ 五 竜 公 園

11:00～11:20 常 代 保 育 園

14:30～14:50 松 丘 小 学 校

15:40～16:10 貞 元 小 学 校

1・15 水

9:50～10:10 宮 下 保 育 園

10:30～10:50 中 保 育 園

12:50～13:20 周 西 小 学 校

14:45～15:15 北 子 安 小 学 校

15:30～16:00 周 南 小 学 校

2・16 木

10:30～11:00 小 櫃 保 育 園

14:00～14:30 堺 田 公 園

14:40～15:10 大 和 田 小 学 校

15:30～15:50 中 野 西 公 園

3・17 金

10:30～10:50 清 和 保 育 園

14:20～14:40 坂 畑 小 学 校

15:00～15:30 芙蓉ミオ・ファミリア

巡回日 曜 時　　間 ステーション(駐車場)

7・21 火

10:30～10:50 かずさあけぼの保育園

13:00～13:30 三 島 小 学 校

13:50～14:20 サン・ラポール南房総

15:40～16:10 八 重 原 小 学 校

8・22 水

9:50～10:10 漁 業 資 料 館

10:20～10:50 君 津 保 育 園

14:40～15:10 小 糸 小 学 校

15:30～16:00 中 小 学 校

9・23 木

9:50～10:10 小 糸 保 育 園

10:30～10:50 上 湯 江 保 育 園

14:30～14:50 久 留 里 小 学 校

15:05～15:25 小 櫃 小 学 校

10・24 金

10:00～10:30 人 見 保 育 園

10:40～11:00 周 西 幼 稚 園

13:10～13:40 特 別 支 援 学 校

14:40～15:10 秋 元 小 学 校

 日時＝15日(毎月第3水曜日)午後2時
 会場＝中央図書館2階・視聴覚室

●催しの開催日時　※申込不要

会　場 内　　容 期　　日 時　　間

中央
図書館

わらべうたの時間

2・9・16・23日
(毎週木曜日)

10:30～

おひざにだっこの
絵本の時間 11:00～

おはなし会
4・11・18・25日
(毎週土曜日)

14:00 幼児

14:30 小学生

君が僕の息子について教えてくれたこと
出演：東田直樹、ディヴィッド・ミッチェル 他
2014年／日本／カラー／59分

久留里小学校
久留里小学校は、「笑顔いっぱい久留里小」の学校教育目標のもと、「進んで学ぶ子・なかよ

く思いやりのある子・チャレンジする子」を目指す児童像に掲げています。今年で創立115
年を迎え、地元の方たちと交流したり、久留里の自然に触れたりしながら、地域と共に子ども

たちの成長を促す活動をしています。

その中でも城下町として栄えた久留里ならではの活動として、6年生は、当時の武士の雰囲
気を体験する甲

かっちゅう

冑作りを行っています。久留里甲冑会の方たちから指導を受け、今年で9年
目の活動となりました。一人ひとりが自分だけの甲冑を作り上げ、でき上がった甲冑を着て、

10月に行われる久留里城まつりの武者行列に参加します。毎年、元気いっぱいの掛け声と勇
ましい姿を観光客や地域の方たちに披露しています。

これからも子どもたちが名水にあふれる城下町「久留里」を知り、豊かな心を持って、地元

を語れる、誇れるよう育んでいきます。

かぶは、寒さとともに甘みが増すといわれています。根の部分は、でんぷん

を分解する消化酵素のアミラーゼを豊富に含み、弱った胃や食べ過ぎ、胸や

けの改善に効果があります。葉はカロテン、食物繊維などが豊富です。ぜひ

葉の部分も活用してみてください。

健康づくり課☎(57)2233　協力＝君津市食生活改善協議会

かぶと油揚げの吉野汁

材料：2人分

栄養

A

①かぶは皮をむいて4～6つ割りにする。

　油揚げは熱湯をかけて油抜きし、短冊切りにする。

②かぶの葉は、3cmの長さに切り、ゆでる。

③だし汁で①を柔らかく煮る。

④　 で調味し、同量の水で溶いた片栗粉を加え、②、しょうが汁を加え仕上げる。

作り方

A

・かぶ………………………… 100g
・油揚げ………………………… 10g
・だし汁………………カップ1・1/2
・片栗粉………………… 大さじ1/2  

・かぶの葉………………………  20g
・しょうが汁……………………  少々

・塩……………………小さじ1/4弱

・しょうゆ………………… 小さじ1

体が温まり
ます！

 

　1月6日、小櫃小学校、中学
校と姉妹校交流を行っている

ブラジル・サンパウロ市の松

柏学園、大志万学院の使節団

が市役所を訪れ、歓迎式典が

行われました。今回で21回目
となった訪日交流。12日には
使節団の学生たちが小櫃中学

校を訪問し、同校の1、2年生
と交流を深めました。

ボンジーア！
ブラジルの学生と国際交流

ようこそ君
津へ！

一緒に給食を食べました

みんな大はし
ゃぎの

レクリエーシ
ョンタイム

　1月1日、第45回君津ニ
ューイヤーマラソン大会

が内みのわ運動公園を中

心に開催され、600人を
超える参加者が新しい年

のスタートを切りました。

　ランナーは、穏やかな

陽気の下、爽やかな汗を

流して新年の走り初めを

楽しみ、中学生男子3km
の部では、周西南中学校2

年生の宍倉隆浩くんが大会記録を17秒上回る9分45秒の新記録を
樹立しました。各種目の入賞者は、市ホームページでも紹介してい

ます。

酉
とり

年を飛躍の年に
ニューイヤーマラソンで走り初め

良い一年とな
るよう

願いを込めて
、スタート

夢と誇りの持てるまち 広報きみつ コミュニケーション 8平成29年(2017年)2月1日

一つ一つの
甲冑に

思いが込め
られていま

す



市税だより
特集号

編集・発行
財政部

課税課・納税課
保健福祉部

国民健康保険課

確定申告・市県民税申告相談の日程表

期　日 会　場 対 象 地 区

2/16(木)

市 役 所 5 階
大 会 議 室

外箕輪・宮下・小山野・常代・浜子・六手・皿引・尾車
草牛・馬登・大山野・作木・山高原

17(金) 三直・内箕輪・内蓑輪・八重原・法木作・南子安

20(月) 杢師・久保・北久保・南久保・貞元・八幡・新御堂
杉谷・郡・小香・上湯江・下湯江・中富

21(火) 坂田・東坂田・西坂田・人見・君津台・大和田

22(水) 北子安・中野・台・陽光台・高坂

23(木)
小糸公民館

中島・白駒・泉・上・練木・大鷲・大鷲新田・大井・糠田

24(金) 大井戸・糸川・大野台・鎌滝・福岡・荻作・塚原
行馬・根本・小糸大谷・長石・法木

27(月)
上 総 地 域
交流センター

久留里市場・小市部・怒田・川谷・久留里大谷・吉野

28(火) 久留里・浦田・久留里大和田・向郷・芋窪・栗坪・富田
愛宕

3/1(水)
松丘コミュニ
ティセンター

平山・山滝野・大坂・広岡・大戸見・名殿・柳城・利根
大中・加名盛

2(木)
小櫃公民館

山本・西原・賀恵渕・戸崎・岩出・寺沢・青柳

3(金) 箕輪・上新田・俵田・末吉・三田・長谷川・小櫃台

6(月)
清和公民館

東日笠・二入・辻森・大岩・正木・奥米・宿原・怒田沢
旅名・豊英

7(火) 東粟倉・西粟倉・清和市場・市宿・日渡根・東猪原
西猪原・平田・植畑・西日笠・鹿野山

8(水)
亀山コミュニ
ティセンター

高水・黄和田畑・蔵玉・釜生・滝原・折木沢・坂畑
草川原・藤林・川俣・豊田・笹・香木原

9(木)

市 役 所 5 階
大 会 議 室

北子安・中野・台・陽光台・高坂

10(金) 坂田・東坂田・西坂田・人見・君津台・大和田

13(月) 外箕輪・宮下・小山野・常代・浜子・六手・皿引・尾車
草牛・馬登・大山野・作木・山高原

14(火) 三直・内箕輪・内蓑輪・八重原・法木作・南子安

15(水) 杢師・久保・北久保・南久保・貞元・八幡・新御堂
杉谷・郡・小香・上湯江・下湯江・中富

受付時間(整理券は、午前8時から配付します)
▼市役所5階大会議室＝午前9時から正午、午後1時から4時
※市役所の開錠時間は通常午前8時ですが、今年の市役所会場での申告期間中は

午前7時30分となります。

▼市役所以外の会場＝午前9時から正午、午後1時から3時

税
の
申
告
が
始
ま
り
ま
す
！

　
市
で
は
、
平
成
29
年
１
月
１
日
現
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、
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内
に
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し
の
添
付

◆
市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
＝
申

▼申告会場の混雑緩和のため、できる限り

指定の期日での申告相談をお願いします。

▼当日の混雑状況により、午前中に来庁され

た方でも午後の相談になる場合があります。

▼申告期間中は、市役所1階5番課税課窓口
での申告相談はできません。申告会場へお

越しください。

▼営業、農業や不動産の所得がある方は、収

入金額と必要経費を集計してきてください。

▼医療費控除の適用を受ける方は、医療費

を集計してきてください。

▼新規に住宅借入金等特別控除の適用を受

ける方および新規に事業を始めた方は、でき

る限り木更津市民会館での申告相談をお願

いします。

　次の確定申告については、市

の申告会場では受け付けること

ができませんので、木更津市民

会館へお願いします。

▼土地・建物、株式およびゴルフ

会員権などの譲渡所得の申告

▼平成27年分以前の過年分申告
▼更正の請求、

修正申告

▼変動所得、臨

時所得の申告

市の申告会場で
受付できない
確定申告

市 役 所 からの お 願 い

告
書
へ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載

と
本
人
確
認
書
類
の
提
示
ま
た
は

写
し
の
添
付

※
市
の
申
告
会
場
に
本
人
確
認
書

類
を
複
写
す
る
た
め
の
コ
ピ
ー
機

は
設
置
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

①
収
入
や
経
費
の
分
か
る
書
類
（
源

泉
徴
収
票
、
収
支
明
細
書
な
ど
）

②
所
得
か
ら
控
除
で
き
る
も
の

が
確
認
で
き
る
書
類

▼
国
民
年
金
保
険
料
や
国
民
年

金
基
金
の
控
除
証
明
書

▼
生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料

な
ど
の
控
除
証
明
書

▼
国
民
健
康
保
険
税
や
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
な
ど
の
領
収

書
（
平
成
28
年
１
月
か
ら
12
月
ま

で
の
納
付
金
額
が
分
か
る
も
の
）

▼
障
害
者
手
帳
や
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
証
明
書

▼
医
療
費
の
領
収
書
な
ど

③
印
章
（
は
ん
こ
）

④
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得

税
が
還
付
さ
れ
る
方
は
、
申
告
す

る
方
本
人
名
義
の
振
込
先
が
分

か
る
も
の

⑤
前
年
分
の
確
定
申
告
書
の
控

え
（
前
年
、
確
定
申
告
を
し
た
方

の
み
）

⑥
申
告
書
（
市
役
所
や
税
務
署

か
ら
郵
送
さ
れ
た
方
の
み
）

⑦
本
人
確
認
書
類
（
表
１
）

　
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

次
の
方
は
、
障
害
者
控
除
の
対
象

と
な
り
ま
す
。
控
除
を
受
け
る
方

は
、
高
齢
者
支
援
課
で
認
定
証
明

書
の
交
付
を
受
け
、
申
告
書
に
添

付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
認
定
証
明
書
の
交
付
申

請
の
際
は
、
申
請
者
、
要
介
護
者

の
印
章
（
は
ん
こ
）
が
必
要
で
す
。

◆
対
象
と
な
る
方

　
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付
を

受
け
て
い
な
い
方
で
、
次
の
ど
ち

ら
か
に
該
当
す
る
方

①
65
歳
以
上
で
「
要
介
護
１
〜
５
」

の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

② 

40
歳
以
上
65
歳
未
満
で
「
要

介
護
４
ま
た
は
５
」
の
認
定
を
受

け
て
い
る
方
の
一
部

認
定
証
明
書
に
関
す
る
問
合
先

＝
高
齢
者
支
援
課 

☎
（
56
）
１
６

１
１

　
作
成
済
み
の
申
告
書
は
、
申

告
会
場
が
市
役
所
の
と
き
は
５

階
申
告
会
場
の
受
付
へ
、
申
告
会

場
が
市
役
所
以
外
の
と
き
は
市

２
月
16
日︵
木
︶か
ら

３
月
15
日︵
水
︶ま
で

役
所
１
階
５
番
課
税
課
窓
口
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
申
告
書
を
郵
送
で
提
出

す
る
場
合
、
市
民
税
・
県
民
税
の

申
告
書
は
市
役
所
課
税
課
へ
、
所

得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の

確
定
申
告
書
は
木
更
津
税
務
署

へ
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申

告
書
の
「
控
え
」
に
受
付
印
が
必

要
な
方
は
返
信
用
封
筒
を
用
意

し
、
切
手
を
貼
っ
て
同
封
し
て
く

だ
さ
い
。

※
申
告
用
紙
は
平
日
午
前
８
時

30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で

課
税
課
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

◆
確
定
申
告
書
郵
送
先

木
更
津
税
務
署

〒
２
９
２
―
８
５
５
０
木
更
津
市

富
士
見
２
丁
目
７
番
18
号

◆
市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
郵

送
先

君
津
市
役
所
課
税
課

〒
２
９
９
―
１
１
９
２
君
津
市
久

保
２
丁
目
13
番
１
号

≪本人のマイナンバーを確認できる書類≫

・通知カード

・マイナンバー記載の住民票の写し

などのうちいずれか１つ

≪記載したマイナンバーの持ち主であることを
確認できる書類≫

・運転免許証　・公的医療保険の被保険者証

・パスポート　・身体障害者手帳　・在留カード

などのうちいずれか１つ

【表１　本人確認書類】
◆マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
▼マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)
　が可能です。
※マイナンバーカードの写しを添付する際は、表面と裏面の写しが

　必要です。

番
号
確
認
書
類

身
元
確
認
書
類

◆マイナンバーカードをお持ちでない方

　
次
の
方
以
外
は
、
原
則
申
告
が

必
要
で
す
。

◆
１
カ
所
か
ら
の
給
与
収
入
の

み
で
、
年
末
調
整
を
し
て
い
る
方

◆
公
的
年
金
収
入
の
み
で
、
公
的
年

金
収
入
が
４
０
０
万
円
以
下
の
方

◆
君
津
市
に
住
ん
で
い
る
方
の

扶
養
と
な
っ
て
い
る
方

※
配
偶
者
控
除
や
医
療
費
控
除

な
ど
を
追
加
で
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
は
、
申
告
が
必
要
で
す
。

申
告
が
必
要
な
方

必
要
書
類

要
介
護
認
定
者
の

障
害
者
控
除

申
告
書
へ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

記
載
と
本
人
確
認
が
必
要
に

な
り
ま
す
！

申
告
書
の
提
出
方
法



◆所得税及び復興特別所得税・贈与税は、3月15日(水)まで
◆個人の消費税及び地方消費税は3月31日(金)まで
※3月16日(木)以降は木更津税務署での申告と納税になります。
※土・日・祝日は除きますが、2月19日(日)、2月26日(日)は開設します。
会場＝木更津市民会館・中ホール(木更津市貝渕2丁目13番40号)
受付時間＝午前8時30分から午後4時
相談時間＝午前9時から午後5時
問木更津税務署☎0438(23)6161(代表)

　所得税及び復興特別所得税の確定申告書の作成に当たっては、「復興特別所

得税額」欄の記載漏れのないよう注意してください。

※還付申告の方も含め、申告するすべての方について「復興特別所得税額」欄の

記載が必要となります。

◆公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る
雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別
所得税の確定申告の必要はありません。

◆所得税及び復興特別所得税の確定申告の必要がない場合であっても、例え

ば、医療費控除による所得税及び復興特別所得税の還付を受けるための確

定申告をすることができます。

◆所得税及び復興特別所得税の確定申告の必要がない場合であっても、市民

税・県民税の申告が必要な場合があります。市民税・県民税について、詳しく

は、市役所にお問い合わせください。

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただければ、

画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、

計算誤りのない申告書を作成することができます。

　「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただき、作成した確定申告書は印刷

して税務署に郵送などにより提出してください。

　また、「e―Tax(電子申告)」を使用して提出することもできます。詳しくは、e―Tax

ホームページを確認してください。

国税庁ホームページ＝http://www.nta.go.jp

e―Taxホームページ＝http://www.e-tax.nta.go.jp

　期間＝2月13日(月)から3月15日(水)まで

木更津税務署からのお知らせ

確定申告は木更津市民会館へ

平成28年分の申告と納税の期限

復興特別所得税に関するお知らせ

公的年金等を受給されている方へのお知らせ

申告書は国税庁のホームページで作成できます

※木更津市民会館への電話によるお問い合わせはご遠慮ください。

※木更津税務署には申告書作成会場はありませんのでご了承ください。

〔最寄駅〕

・JR木更津駅西口より徒歩約20分
・潮見線(旧ソニー木更津行き)　バス停「木更津消防署」下車　徒歩約3分
・イオンモール木更津線　バス停「木更津市民会館前」下車　徒歩約1分

　
給
与
所
得
控
除
の
上
限
額
が
、

次
の
と
お
り
引
き
下
げ
ら
れ
ま

す
。

　
国
外
居
住
親
族
に
係
る
扶
養

控
除
・
配
偶
者
控
除
・
配
偶
者
特

別
控
除
・
障
害
者
控
除
（
16
歳
未

満
の
扶
養
親
族
含
む
）
の
適
用

を
受
け
る
方
は
、「
各
人
別
の
親

族
関
係
書
類
及
び
送
金
関
係
書

類
」
を
添
付
ま
た
は
提
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た
。
日
本
語
で
の
翻
訳
文
も
必
要

で
す
。

◆
親
族
関
係
書
類

　
国
外
居
住
親
族
が
申
告
者
と

の
親
族
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
も

の
（
次
の
い
ず
れ
か
）

▼
戸
籍
の
附
票
の
写
し
お
よ
び
国

外
居
住
親
族
の
旅
券
の
写
し

▼
外
国
政
府
ま
た
は
外
国
の
地

方
公
共
団
体
が
発
行
し
た
書
類

※
国
外
居
住
親
族
の
氏
名
、
生
年

月
日
お
よ
び
住
所
ま
た
は
居
所

の
記
載
が
あ
る
も
の

◆
送
金
関
係
書
類

　
申
告
者
が
国
外
居
住
親
族
そ

れ
ぞ
れ
の
生
活
費
ま
た
は
教
育

費
に
充
て
る
た
め
の
支
払
を
行

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

（
次
の
い
ず
れ
か
）

▼
金
融
機
関
が
発
行
し
た
書
類

ま
た
は
そ
の
写
し

▼
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
発
行
会

社
が
発
行
し
た
書
類
ま
た
は
そ

の
写
し

◆
公
社
債
の
課
税
方
式
の
変
更

　

公
社
債
に
つ
い
て
、
特
定
公
社

債
等
と
一
般
公
社
債
等
に
区
分
し

た
上
で
、
課
税
方
式
が
変
更
さ
れ

ま
す
。（
表
１
）

◆
損
益
通
算
・
繰
越
控
除
・
分
離

課
税
制
度
の
改
組

　
従
来
可
能
で
あ
っ
た
「
上
場
株

式
等
」
の
「
一
般
株
式
等
（
非
上
場

株
式
等
）
」
の
間
で
の
損
益
通
算
が

で
き
な
く
な
り
、
次
の
分
離
課
税

制
度
に
改
組
さ
れ
ま
す
。（
表
２
）

 
平
成
28
年
分

 
申
告
書
作
成
時
の
変
更
点

給
与
所
得
控
除
の
改
正

金
融
所
得
課
税
の
一
体
化

日
本
国
外
に
居
住
す
る

親
族
に
係
る
扶
養
親
族
等
の

書
類
の
添
付
義
務
化

現行
(平成25〜27年分)

平成
28年分

上限額が
適用される
給与収入額

1,500万円 1,200万円

給与所得控除の
上限額

245万円 230万円

種　類 所得区分
改正前

(〜平成27年12月31日)
改正後

(平成28年1月1日〜)

特定公社債等

利子 源泉分離課税
申告分離課税

(申告不要制度あり)

譲渡 非課税

申告分離課税

※特定口座(源泉有)取引
の場合は申告不要制度

あり償還差益

総合課税

※割引債は発行時源泉
分離課税

一般公社債等

利子 源泉分離課税 源泉分離課税

譲渡 非課税

申告分離課税

償還差益

総合課税

※割引債は発行時源泉
分離課税

区　分 損益通算 繰越控除

1

① 申告分離課税を選択した特定公社債に係る譲渡所得

② 申告分離課税を選択した特定公社債等の利子所得

③ 申告分離課税を選択した上場株式等に係る譲渡所得

④ 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得

できる できる

2
① 一般公社債等に係る譲渡所得

② 一般株式等(非上場株式等)に係る譲渡所得
できる できない

【表１　公社債の課税方式の変更点】 【給与所得控除の上限額】

【表２　損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組】

※平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5％)の
課税対象から除外した上で、配当割の課税対象となります。

※区分1と区分2の間での損益通算や繰越控除はできません。

(2)



　
毎
年
１
月
１
日
（
賦
課
期
日
）

に
、
土
地
、
家
屋
お
よ
び
償
却
資

産
を
所
有
し
て
い
る
人
が
、
そ
れ

ら
が
所
在
す
る
市
町
村
に
納
め

る
税
金
で
す
。

◆
土
地
・
家
屋

　
総
務
大
臣
が
定
め
た
固
定
資

産
評
価
基
準
に
基
づ
き
適
正
な
時

価
を
算
出
し
ま
す
。
こ
れ
を
評
価

額
と
い
い
、
３
年
ご
と
に
見
直
し

（
評
価
替
え
）
を
行
い
ま
す
。
次
回

の
評
価
替
え
は
平
成
30
年
度
で

す
。
こ
の
価
格
は
、
原
則
と
し
て
３

年
間
据
え
置
か
れ
ま
す
。

◆
償
却
資
産

　
法
人
や
個
人
の
事
業
者
が
、
そ

の
事
業
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る

資
産
（
構
築
物
、
機
械
、
器
具
・
備

品
な
ど
で
無
形
資
産
を
除
く
）
が

償
却
資
産
で
す
。
償
却
資
産
の
評

価
は
、
所
有
者
の
申
告
に
基
づ
き

毎
年
行
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
所

有
者
は
１
月
１
日
現
在
の
償
却
資

産
の
状
況
を
１
月
31
日
ま
で
に
申

告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
評
価
額
を
基
に
課
税
標
準
額

（
実
際
の
税
額
を
計
算
す
る
基
礎

と
な
る
額
）
を
算
定
し
、
税
率
1.4

％
を
乗
じ
て
税
額
を
決
定
し
ま

す
。

◆
住
宅
用
地
に
対
す
る
課
税
標

準
額
の
特
例

　
住
宅
用
家
屋
の
敷
地
は
、
住
宅

１
戸
に
つ
き
２
０
０
㎡
ま
で
が
評

価
額
の
６
分
の
１
に
、
２
０
０
㎡

を
超
え
る
部
分
は
評
価
額
の
３
分

の
１
に
そ
れ
ぞ
れ
軽
減
さ
れ
ま
す
。

（
表
１
）

◆
新
築
住
宅
の
減
額

　
新
築
さ
れ
た
住
宅
用
家
屋
の
う

ち
、
住
居
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

る
部
分
（
居
住
部
分
）
が
要
件
に

該
当
す
る
場
合
、
床
面
積
１
２
０

㎡
相
当
分
の
税
額
が
一
定
期
間
２

分
の
１
と
な
り
ま
す
。（
表
２
）

◆
そ
の
他
の
減
額

　
住
宅
の
耐
震
改
修
、
バ
リ
ア
フ

リ
ー
改
修
、
省
エ
ネ
改
修
に
伴
う

工
事
を
行
っ
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ

の
要
件
を
満
た
し
た
家
屋
に
つ
い

て
減
額
措
置
が
あ
り
ま
す
。
適
用

を
受
け
る
に
は
申
告
が
必
要
に
な

軽
自
動
車
税

軽
自
動
車
税

固
定
資
産
の
評
価

税
額
の
決
定

課
税
物
件
明
細
書

軽
減
措
置

●ゴルフ場利用税は、県の税金ですが、その７割はプレーしたゴルフ場のある市町村に交付されます。

●たばこ税は、国のほか、たばこを販売している店の所在する県や市町村の収入となります。
ゴルフをするなら・たばこを買うなら市内で！

区   分 固定資産税 都市計画税

小規模住宅用地

(200㎡まで)
価格の1/6に 価格の1/3に

一般住宅用地

(200㎡を超える部分)
価格の1/3に 価格の2/3に

※家屋の床面積の10倍までが対象となります。

区　分 期　間

認定長期

優良住宅

①3階以上の中高層耐火住宅等 7年

②一般の住宅(①以外の住宅) 5年

上記以外の

住宅

①3階以上の中高層耐火住宅等 5年

②一般の住宅(①以外の住宅) 3年

※居住部分の面積が次の2つの要件を満たす場合に対象となります。

　1.  建物全体の1/2以上であること

　2.  50㎡(一戸建以外の貸家住宅については40㎡)以上280㎡以下であること

　
三
輪
お
よ
び
四
輪
以
上
の
軽
自

動
車
は
、
自
動
車
検
査
証
（
車
検

証
）
の
初
度
検
査
年
月
で
税
率
が

決
ま
り
ま
す
。
ま
た
、
初
度
検
査

年
月
か
ら
13
年
を
経
過
し
た
車

両
（
電
気
自
動
車
等
を
除
く
）
に

つ
い
て
は
、
重
課
税
率
が
適
用
さ

れ
ま
す
。（
表
４
）

※
平
成
29
年
度
、
重
課
税
率
が
適

用
と
な
る
車
両
は
、
初
度
検
査
年

月
が
平
成
16
年
３
月
以
前
の
車

両
と
な
り
ま
す
。

　
原
動
機
付
自
転
車
、
二
輪
車

お
よ
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
平

成
29
年
度
の
税
率
は
、
次
の
表
の

と
お
り
で
す
。（
表
３
）

　
平
成
29
年
度
の
軽
自
動
車
税

は
、
平
成
29
年
４
月
１
日
（
賦
課

期
日
）
現
在
の
原
動
機
付
自
転
車

や
軽
自
動
車
な
ど
の
所
有
者
に
か

か
る
税
金
で
、
税
率
は
種
類
別
に

１
台
当
た
り
の
年
額
で
決
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
原
動
機
付
自
転
車
や
軽
自
動

車
な
ど
が
壊
れ
て
乗
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
や
、
譲
渡
し
て
現
在

所
有
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
平

成
29
年
４
月
２
日
以
降
に
廃
車

や
名
義
変
更
の
手
続
き
を
し
た

場
合
は
、
平
成
29
年
度
の
軽
自

動
車
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

※
手
続
先
は
、
次
の
表
の
と
お
り

で
す
。（
表
５
）

問
課
税
課
☎
（
56
）
１
５
０
２

三
輪
お
よ
び

四
輪
以
上
の
軽
自
動
車

原
動
機
付
自
転
車
、
二
輪
車

お
よ
び
小
型
特
殊
自
動
車

車種区分 税率(年額)

原動機付自転車

50cc以下 2,000円

50cc超90cc以下 2,000円

90cc超125cc以下 2,400円

ミニカー 3,700円

軽二輪 125cc超250cc以下 3,600円

小型二輪 250cc超 6,000円

専ら雪上を走行するもの 3,600円

小型特殊自動車
農耕作業用 2,400円

その他 5,900円

車種区分

初度検査年月

平成27年
4月以降

(標準税率)

平成27年
3月以前

平成16年
3月以前

（重課税率）

三輪 3,900円 3,100円 4,600円

四輪

以上

乗用
自家 用 10,800円 7,200円 12,900円

営業用 6,900円 5,500円 8,200円

貨物
自家 用 5,000円 4,000円 6,000円

営業用 3,800円 3,000円 4,500円

廃
車
・
名
義
変
更
手
続
き
は

３
月
ま
で
に
お
済
ま
せ
く
だ

さ
い

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

車　種 手続先

原動機付自転車

(125cc以下)
小型特殊自動車

君津市役所課税課
(1階4番窓口)
☎(56)1502または行政センター

二輪車

(125ccを超えるもの)

関東運輸局千葉運輸支局
袖ケ浦自動車検査登録事務所
☎050(5540)2025

軽自動車

(三輪、四輪)

軽自動車検査協会
千葉事務所袖ケ浦支所
☎050(3816)3116

り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
課
税
対
象
と
な
っ
て
い
る
土

地
・
家
屋
の
明
細
書
を
、
納
税
通

知
書
に
同
封
し
ま
す
。
明
細
書
に

は
、
１
筆
１
棟
ご
と
に
現
況
地
目

や
面
積
、
評
価
額
、
課
税
標
準
額
、

税
額
相
当
額
な
ど
を
表
示
し
て
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
増
築
家
屋
は
１
棟
と
し
て
掲
載

さ
れ
ま
す
。

　
都
市
計
画
税
は
、
道
路
や
公
園

な
ど
の
都
市
計
画
施
設
の
整
備
な

ど
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、

市
街
化
区
域
内
に
所
在
す
る
土
地

や
家
屋
に
目
的
税
と
し
て
課
税
さ

れ
、
税
率
は
0.2
％
で
す
。

※
住
宅
用
地
に
は
特
例
措
置
が
あ

り
ま
す
。（
表
１
）

問
課
税
課
☎
（
56
）
１
１
６
５

年の途中に土地の売買があった場合は誰に課税されるの

　　私は、平成28年11月に自己所有地の売買契約を締結し、
平成29年1月15日に買主への所有権移転登記を済ませまし
た。平成29年度の固定資産税は誰に課税されますか。
　　平成29年度の固定資産税は、平成29年1月1日(賦課期
日)現在において、土地登記簿に所有者として登記されてい

る人に課税されます。よって平成29年度分はあなたに課税
されます。

固定資産税が急に高くなったのですが

　　私は、平成24年10月に住宅を新築しましたが、平成28
年度から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。
　　新築の住宅に対しては固定資産税の軽減措置が設けら

れており、一定の要件に当たるときは、新たに固定資産税が

課税されることとなった年度から3年度分に限り、床面積が
120㎡までの住宅部分につき税額が2分の1に減額されます
(表2)。あなたの場合は、平成25・26・27年度分については
税額が2分の1に減額されており、この減額適用期間が終了
して本来の税額になったため、税額が高くなったものです。

Q

固定資産税 ＡＱ＆

A

Q

A

【表１　住宅用地に対する課税標準額の特例】

【表２　新築住宅の減額】

【表３　原動機付自転車および二輪車等の税率】

【表４　三輪および四輪以上の軽自動車の税率】

【表５　手続先一覧表】

(3)

固
定
資
産
税

都
市
計
画
税



市税は納期限内に納めましょう

　
保
険
税
の
納
税
義
務
者
は
世

帯
主
で
す
。
世
帯
主
が
社
会
保

険
等
に
加
入
し
て
い
る
場
合
で

も
、
世
帯
の
中
で
国
民
健
康
保

険
の
加
入
者
が
い
る
場
合
に
は

世
帯
主
が
納
税
義
務
者
と
な
り
、

世
帯
主
あ
て
に
納
税
通
知
書
が

送
付
さ
れ
ま
す
。

　
社
会
保
険
等
を
脱
退
し
た
場

合
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

社
会
保
険
等
に
加
入
し
た
場
合

も
、
自
動
的
に
国
民
健
康
保
険

を
脱
退
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な

い
た
め
、
14
日
以
内
に
必
要
書
類

を
持
参
の
上
、
加
入
ま
た
は
脱
退

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
年
度
の
途
中
で
国
民
健

康
保
険
に
加
入
ま
た
は
脱
退
し

た
場
合
の
保
険
税
は
、
月
割
り
で

計
算
さ
れ
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
で
は
所
得
に

応
じ
て
、
国
民
健
康
保
険
税
の
軽

減
、
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担

限
度
額
の
判
定
等
を
行
う
た
め
、

所
得
が
な
い
場
合
で
も
申
告
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

※
会
社
な
ど
か
ら
報
告
さ
れ
て

い
る
方
、
市
内
に
居
住
す
る
方
の

扶
養
家
族
に
な
っ
て
い
る
方
は

除
き
ま
す
。

　
リ
ス
ト
ラ
や
会
社
の
倒
産
等

に
よ
る
非
自
発
的
な
理
由
に
よ

り
離
職
し
た
方
に
つ
い
て
、
申
告

に
よ
り
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
火
災
や
天
災
等
の
特

別
な
事
情
に
よ
り
保
険
税
の
支

払
い
が
困
難
な
場
合
、
申
請
に
よ

り
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

問
国
民
健
康
保
険
課
☎
（
56
）
１

１
５
９
、
１
１
７
２

　災害を受けた場合や生活が著しく困難となった

場合には、市税を減免・猶予する制度があります。

なお、納期限を過ぎた分は、減免対象になりませ

んので、お早めにご相談ください。

市税の減免・猶予制度について

◎クレジットカードで軽自動車税を納付できます。

　パソコンや携帯電話からインターネットを利用して、24時間どこからでもクレジット
カードにより軽自動車税を納付できます。

※下記に該当する場合は、クレジットカードによる納付ができません。

 ・金融機関の窓口やコンビニエンスストアの店頭などでの納付
 ・納付書に記載の納期限を過ぎた場合
 ・再発行した納付書
 ・軽自動車税以外の納付書
 ・口座振替の登録がある方

※市から領収書は発行しませんので、カード会社が発行する利用明細書で確認してください。

領収書が必要な場合は、クレジットカード以外の納付方法をご利用ください。

※車検などで納税証明書の発行をお急ぎの方は、クレジットカード以外の納付方法をご利用く

ださい。
問 納税課☎(56)1161

クレジットカードによる納付

◎次の金融機関で納付できます納付書による納付

君津市農業協同組合、千葉銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住

友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、千葉興業銀行、みずほ信託銀行、

三井住友信託銀行、京葉銀行、千葉信用金庫、館山信用金庫、君津信用

組合、中央労働金庫の本支店。　※君津市農業協同組合は、本店を除く。

ゆうちょ銀行・郵便局は、千葉県・東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県・

栃木県・群馬県・山梨県に限る。

◎コンビニエンスストアで納付できます

　( 取扱店は納付書裏面に記載 )

　ただし、バーコード印刷がないもの、

1枚の納付書の税額が30万円を超える
もの、取扱期限が経過したものは、納付

できません。

◎市税の納付には口座振替が便利です

　上記金融機関の口座振替やゆうちょ銀行・郵便局の

自動払込をご利用いただくと、指定の口座から自動的

に納税することができ、安心・確実・便利です。

※国民健康保険税の世帯主変更があったときは、新しい世帯主の方での申込が

別途必要です。

◎申込方法

①金融機関で申し込む場合

　預貯金通帳、届出印および納税通知書を持参の上、取扱金融機関の

窓口で手続きをしてください。

※固定資産税の単独名義分と共有名義分は、別々の申込が必要となります。

口座振替による納付

口座振替

できる市税

市県民税(普通徴収)、固定資産税(都市計画税を含む)、
軽自動車税、国民健康保険税

振替日 各税目の各納期限の日

振替開始時期 口座振替開始前に、市からお知らせを送付します。

※市外の金融機関の窓口で申し込む際には、事前に納税課へ申込書の送付に

ついてご連絡ください。

②郵送で申し込む場合

　所定の様式 (はがき版 )に記入、押印の上、市へ送付してください。市
が取りまとめ口座振替の手続きをします。申込書は、納税課および行政

センターに用意しています。

　なお、口座振替開始までには、2カ月程度の期間を要します。

◎口座振替を利用している方へ

☆振替日前に残高の確認を

　　納期ごとに振替金額と預貯金残高の確認をお願いします。

※口座振替できなかった場合には、再振替は行いません。ご連絡をいただけ

れば納付書を発行します。連絡がない場合、別途送付する督促状により、金

融機関・コンビニエンスストア等にて、納付していただくことになります。ま

た、口座振替の不能が続いた場合は、口座振替を中止する場合があります。

☆指定口座の変更、解約時には届け出を

　指定口座を変更するとき、解約(廃止 )するときは、届出書を金融機関
に提出してください。

☆口座振替の結果は、預貯金通帳を記帳して確認してください。

減免について

◎市民税・県民税

　問 課税課☎(56)1122(市民税係)

◎固定資産税・軽自動車税

　問課税課☎(56)1165(課税係)

◎国民健康保険税

　問国民健康保険課☎ (56)1159

猶予について

　問 納税課☎(56)1161

◆ 

申
告
し
な
い
と
⋮

● 

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
が

受
け
ら
れ
な
い
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。

● 

高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限

度
額
が
高
く
な
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

 
国
民
健
康
保
険
に

 
ご
加
入
の
方
へ

保
険
税
は
世
帯
主
が

納
税
義
務
者
に
な
り
ま
す

所
得
の
申
告
を

し
ま
し
ょ
う

保
険
税
の

軽
減
・
減
免
等
に
つ
い
て

社
会
保
険
等
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軽減割合 前年中の世帯内総所得金額(基準額)

7割軽減 33万円以下

5割軽減 33万円＋(26.5万円×被保険者数)以下

2割軽減 33万円＋(48万円×被保険者数)以下

◆総所得金額が一定金額以下の世帯は保険税が軽減されます
　世帯内の国民健康保険の加入者の方(国民健康保険に加入してい

ない世帯主も含む)の総所得金額が一定金額以下の場合、保険税の

均等割額と平等割額が軽減されます。

均等割額＝加入者

1人当たりにかか

る額

平等割額＝1世帯

当たりにかかる額

※この基準は平成28年度のものです。
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